
「本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍謄本・抄本などの証明書を
本人の代理人や第三者（※注）に交付したときに、事前に登録した人に対して、
証明書を交付したという事実を通知する制度です。 ※注「第三者」とは？

　本人等の代理人または本人等以外の方
　（国又は地方公共団体の機関を除く。）

　あらかじめ本人通知制度の登録が必要
です。裏面の「東かがわ市本人通知制度
登録申込書」を受付場所（各庁舎窓口）
に提出してください。
登録には申込者の本人確認書類（マイ
ナンバーカード、運転免許証、パスポート
など）が必要です。
　登録の対象者は本市の住民基本台帳・
戸籍いずれかに記載されている人です。

・住民票の写し（除住民票を含む）
・住民票に記載した事項に関する証明書
・戸籍謄抄本（除籍を含む）
・戸籍の附票の写し（除附票を含む）
・戸籍に記載した事項に関する証明書

制度のイメージ

市　民　課　０８７９－２６－１１１１（登録・手続き）
大 内 窓 口　０８７９－２５－２１１１（登録・手続き）
引 田 窓 口　０８７９－３３－２５００（登録・手続き）
人権推進課　０８７９－２６－１２２７

問い合せ先　東かがわ市役所　

東かがわ市役所　

～「本人通知制度」を利用するには～

～本人通知の対象となる証明書～

本人通知制度登録者
東かがわ市に

住民票・戸籍のある方
代理人・第三者

（業者、弁護士など）

住民票等の請求者

▲▲

④交付した事実を通知 ③住民票などの交付

①事前登録 ②住民票などの請求

▲ ▲

不正取得不正取得をを防止防止
するためにするために
不正取得を防止
するために

あなたの戸籍・住民票が
第三者に交付されたら
お知らせする制度

｢本人通知制度｣｢本人通知制度｣へ登録登録を！



様式第１号 
東かがわ市本人通知制度登録申込書 

年  月  日 
東かがわ市長 

申 込 者 

住 所 〒 

氏 名  

連絡先  

申込者の区分  □本人   □法定代理人   □代理人 

 
 東かがわ市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第４条第１項の規定に基
づき、次のとおり登録を申込みます。 

登録者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
生年月日 
 

   
 年  月  日 
 

□申込者と同じ 

現在の住所 
（住民登録地） 

□申込者と同じ 
〒 

本   籍 
□申込者と同じ 
東かがわ市 

筆
頭
者 

□申込者と同じ 
 

連 絡 先 
□申込者と同じ 
□自宅  □携帯  □その他（         ） 

 
法定代理人が申込みをする場合は、次の欄に記入してください。 

法定代理人の区分  □未成年者の法定代理人    □成年被後見人の法定代理人 

氏   名 □申込者と同じ 

住   所 □申込者と同じ 

連 絡 先 □申込者と同じ 

注 申請の際に次の書類を提出または提示してください。 
 （1）あなたが本人であることを証明する書類（マイナンバーカード、旅券、運転免許証等） 
 （2）あなたが法定代理人であるときは、併せてその資格を証明する書類（戸籍謄本等） 
 （3）あなたが法定代理人以外の代理人であるときは、併せてその旨を証明する旨の書類（委任状等） 
  
次の欄は記入しないでください 

受  付 登録番号 本人確認書類 備  考 
  

□本人 
□法定代理人 
□代理人 

□マイナンバーカード 
□旅券 
□運転免許証 
□その他（       ） 

□公簿確認
（      ） 
□住民票停止 
□戸籍停止 

 


